
証券コード　3011

平成30年6月13日

株 主  各  位
埼玉県熊谷市石原一丁目102番地

代表取締役社長 小林　由佳

第69回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第69回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月27日（水曜日）
17時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年6月28日（木曜日）午前10時
２．場 所 埼玉県熊谷市宮町２丁目39番地

熊谷市立商工会館
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第69期（平成29年4月１日から平成30年3月31日まで）事業

報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２．第69期（平成29年4月１日から平成30年3月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役５名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

　第３号議案
　第４号議案

補欠監査役１名選任の件
会計監査人選任の件

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。

２．連結計算書類のうち連結注記表及び計算書類のうち個別注記表につきまして
は、法令及び定款第15条の規定によりインターネット上の当社ウェブサイト
（アドレス　http://www.banners.jp）に掲載しております。なお、株主総会
参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、
修正後の事項を同ウェブサイトに掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（ 平成29年4月１日から
平成30年3月31日まで ）

１．企業集団の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済情勢は、政府による各種政策の効果

もあり、企業収益や雇用環境において改善の動きがみられ、引き続き緩やか

な回復基調にあると見られます。一方で米国の不安定な政策運営の影響や中

国を始めとするアジア新興国等の政策に関する不確実性による影響で、先行

きについては不透明な状況が続いております。

　このような状況の中、当社グループでは、不動産利用事業においては安定

収入の維持拡大に向けて、本庄地区の再開発の具体化に向けてのテナントと

の交渉の推進や一部の既存建物の建替計画を開始するとともに、自動車販売

事業においても売上高の拡大・収益増大を図るべく、中古車部門の体制強化

やトップセールスの推進にも取り組んでまいりました。また、楽器販売事業

におきましてはより一層の顧客のニーズの取り込みや万全のサービス提供を

行い、安定した収益の確保に努めました。建材販売事業におきましては、管

理体制の強化に取り組んでまいりました。

　その結果、当社グループの売上高は3,884百万円（前期比92.1％）となりま

した。収益面では、営業利益105百万円（前期比57.9％）となりました。経常

利益は86百万円（前期比47.6％）となりました。また、親会社株主に帰属す

る当期純利益は51百万円（前期比30.7％）となりました。

　 事業区分の状況

[不動産利用事業]

　売上高は348百万円（前期比97.6％）、セグメント利益は203百万円（前期比

78.9％）となりました。

[自動車販売事業]

　売上高は2,961百万円（前期比90.5％）、セグメント利益は27百万円（前期

比64.8％）となりました。
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[楽器販売事業]

　売上高は527百万円（前期比98.3％）、セグメント利益は10百万円（前期比

77.7％）となりました。

[建材販売事業]

　売上高は47百万円（前期比87.7％）、セグメント損失は2百万円（前期はセ

グメント利益0百万円）となりました。

 ②　設備投資の状況

　特記すべき事項はありません。

③　資金調達の状況

　特記すべき事項はありません。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分
第66期

(平成27年３月期)
第67期

(平成28年３月期)
第68期

(平成29年３月期)

第69期
(当連結会計年度)
(平成30年３月期)

売 上 高(百万円) 4,139 4,339 4,218 3,884

経 常 利 益(百万円) 149 182 181 86

親会社株主に帰属

する当期純利益
(百万円) 140 154 168 51

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益(円) 3.63 8.27 9.29 2.85

総 資 産(百万円) 6,801 6,866 7,293 6,811

純 資 産(百万円) 2,785 2,700 2,795 2,784

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。
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②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の議決権

比 率
主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

株式会社ホンダニュー埼玉 10 100 自動車販売、修理・保険販売

日本ダブルリード株式会社 50 100 楽 器 販 売

平 成 産 業 株 式 会 社 25 100 建 材 販 売

株 式 会 社 ル ボ ア 6 50 楽 器 関 連 事 業

(4) 対処すべき課題

① 不動産賃貸による安定的収益の確保

不動産利用事業におきましては、地域住民に愛され、親しまれる生活密着

型の店舗作り・テナント誘致に徹してまいりました結果、現在では安定した

収益計上に貢献しており、また単体型賃貸ビル事業から複合型ビル事業へ転

向可能な恵まれた商業環境と立地条件をも備えた不動産を保有しております。

今後はこうした経営資源を 大限に活用すべく、保有不動産の資産価値の維

持・さらなる向上のための施策が課題であると考えております。

② 手数料収入の増大

　自動車販売事業におきましては、新車販売拡大による収益確保が困難な時

代において一定の収益を確保するため、営業部門・管理部門・整備部門の総

てに亘って利益を上げるための構造改革を断行し、エンドユーザーへのより

きめ細やかなサービスを実施し、「お客様の声」を常に真摯に受け止め改善

に努めてまいります。そして新車販売や車輌の点検・修理等に関わる手数料

収入の増強に努め利益確保を図ります。

③ 顧客対応力の強化

　楽器販売事業におきましても、経費の削減と、市場の環境変化に対応した

商品の投入及び販売活動を実施し、収益の確保に努めてまいります。また、

お客様に対する万全のメンテナンスやアフターサービスを行い、お客様に選

ばれ続けるサービス体制を築き上げ、企業価値の向上に取り組んでまいりま

す。

④ 内部統制システムの構築と経営管理体制の強化

　柔軟、効率的な組織体制の構築と、経営環境の変化や社会的な要請に迅速

且つ適確に対応できる公正な経営体制の構築を経営課題とし、内部統制シス

テムの構築と経営管理体制の強化を図ります。
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(5) 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）

　当社グループは、不動産利用事業、自動車販売事業、楽器販売事業及び建
材販売事業を行っておりますが、各事業の内容は以下のとおりであります。
〈不動産利用事業〉
土地・建物並びに駐車場の賃貸を行っております。
(連結子会社・株式会社ホンダニュー埼玉への店舗賃貸含む)

〈自動車販売事業〉
ホンダ車の販売・整備並びに保険の販売を行っております。

〈楽器販売事業〉
楽器の輸入・販売・修理を行っております。

〈建材販売事業〉
建材の仕入・販売を行っております。

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）

名 称 所 在 地

株 式 会 社 バ ナ ー ズ 本社 埼玉県熊谷市

株 式 会 社 ホ ン ダ ニ ュ ー 埼 玉

（ 連 結 子 会 社 ）

本社 埼玉県熊谷市

営業拠点
埼玉県熊谷市、埼玉県本庄市

埼玉県大里郡寄居町

日 本 ダ ブ ル リ ー ド 株 式 会 社

（ 連 結 子 会 社 ）

本社 東京都新宿区

平 成 産 業 株 式 会 社

（ 連 結 子 会 社 ）

本社 埼玉県熊谷市

株 式 会 社 ル ボ ア

（ 連 結 子 会 社 ）

本社 東京都新宿区

(7) 使用人の状況（平成30年3月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

70（17）名 2名減（6.3名増）

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

6（-）名 -（-） 45.1歳 4年9か月

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
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(8) 主要な借入先の状況（平成30年3月31日現在）

借　　入　　先 借　　入　　額

株 式 会 社 群 馬 銀 行 822百万円

株 式 会 社 足 利 銀 行 702百万円

埼 玉 縣 信 用 金 庫 241百万円

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 88百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。

２．会社の現況
(1) 株式の状況（平成30年3月31日現在）

①　発行可能株式総数 50,000,000株

②　発行済株式の総数 20,236,086株

③　株主数 6,215名

④　大株主

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社エルガみらい研究所 3,596 19.82

 有限会社昭和建材 1,011 5.57

 合同会社ゼンクーサ 1,010 5.56

 ライフランド合同会社 1,010 5.56

みよし建設株式会社 1,010 5.56

株式会社ハイタッチ 917 5.05

小山　嵩夫 606 3.34

川口　文三郎 420 2.31

シニア開発株式会社 400 2.20

鈴木　義雄 375 2.06

　　（注）1.当社は、自己株式を2,089,683株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

          2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

－ 6 －



(2) 新株予約権等の状況

①  当社役員が保有している職務執行の対価として交付した新株予約権の状

況

該当事項はありません。

②  当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約

権の状況

該当事項はありません。

③  その他の新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成30年3月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 林 由 佳 　 日本ダブルリード㈱代表取締役

取 締 役 田 宮 智 子

取 締 役 柴 田 文 徳 ㈱ホンダニュー埼玉取締役

取 締 役 中 村 栄 介

取 締 役 萩 　 森 　 弥 郁 夫 ㈱ルボア代表取締役

取 締 役 並 木 知 徳

取 締 役 中 田 研 二

常 勤 監 査 役 中 村 榮 次

監 査 役 仙 石 元 則

監 査 役 小 野 晴 美

（注）1. 取締役並木知徳氏、中田研二氏は、社外取締役であります。

      2. 監査役仙石元則氏、小野晴美氏は、社外監査役であります。

　　　3. 当社は、監査役小野晴美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

　　　　同取引所に届けております。

②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役

（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

　　　　　  ８名

           (２)

12.9百万円

(0.6)

監 査 役

（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

        　  ４

           (２)

7.8

(3.6)

合 計

 ( う ち 社 外 役 員 ）

            11

   　　　　(４)

20.7

(4.2)

（注）1. 上記取締役には、平成29年5月15日に辞任した取締役1名を含んでおります。

　　　2. 上記監査役には、平成29年6月29日に任期満了で退任した監査役1名を含んでおります。

　　　3. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
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4. 取締役の報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第57回定時株主総会において年額80

   百万円以内（使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

5. 監査役の報酬限度額は、平成18年６月24日開催の第57回定時株主総会において年額30

   百万円以内と決議いただいております。

③　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他

の法人等との関係

・該当事項はありません。

ロ．他の法人等の社外役員としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の

法人等との関係

・該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役 並 木 知 徳

当事業年度に開催された取締役会９回のうち４回に出席いた

しました。職務経歴の経験から、取締役会において、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っ

ております。

取締役 中 田 研 二

当事業年度に開催された取締役会９回のうち５回に出席いた

しました。職務経歴の経験から、取締役会において、取締役

会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っ

ております。

監査役 仙 石 元 則

当事業年度に開催された取締役会９回のうち８回に出席し、

監査役会11回のうち10回に出席いたしました。職務経歴の経

験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。また、監査

役会において、当社の経理システム並びに内部監査について

適宜、必要な発言を行っております。

監査役 小 野 晴 美

当事業年度に開催された取締役会９回のうち８回に出席し、

監査役会11回のうち10回に出席いたしました。職務経歴の経

験から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・

適正性を確保するための発言を行っております。また、監査

役会において、当社の経理システム並びに内部監査について

適宜、必要な発言を行っております。

　　④　責任限定契約の内容の概要

　　　・該当事項はありません。
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　　　清陽監査法人（一時会計監査人）

（注）当社の会計監査人でありました新東京監査法人は、平成29年10月13日

付で辞任いたしました。それに伴い同日開催の監査役会において清陽監査法

人を一時会計監査人として選任し、同監査人が就任いたしました。

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

新 東 京

監 査 法 人

清 陽

監 査 法 人

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 10百万円 8百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき

金銭その他の財産上の利益の合計額
10百万円 8百万円

（注）１．当社の子会社につきましても当社の会計監査人による監査を受けております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

３．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人

の報酬の額について同意の判断をしました。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集さ

れる株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は

以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

・内部監査規定を整備し、代表取締役の直轄の内部監査部門による内部監

査を実施しております。

（運用状況）

内部監査部門による内部監査を実施しております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書管理規程に基づき、文書の保管管理を行っております。

・取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、これらの情報を常時閲覧

できるものとしております。

（運用状況）

　　　規定に基づく管理を行っております。

③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、定期的に開催する定例取締役会の他、必要に応じて適宜開

催しております。また電子媒体を活用して経営情報や審議情報などを事

前に共有し、情報伝達の効率化を図っております。

・通常の職務遂行については、業務分掌に基づき、各役職員の権限と責任

を明確化し、効率的な職務の執行を図っております。

（運用状況）

決定内容どおりの運用を行っております。

④　企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社の内部監査部門による子会社等に対する監査を定期的に行っており

ます。

（運用状況）

決定内容どおりの運用を行っております。

⑤　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

・監査役から使用人を置くことの要求があった場合には、当社の使用人か

ら監査役補助者を任命します。

（運用状況）

決定内容どおりの運用を行っております。

⑥　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役補助者についての任命、解任、異動、待遇改定等は監査役の同意

を得て行い、取締役の指揮命令に服さないものとすることにより取締役

からの独立性を確保します。

（運用状況）

決定内容どおりの運用を行っております。
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⑦　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

・全取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提

供を行うこととしております。

・前項の報告及び情報提供の対象となる事項として主なものは、以下のと

おりとしております。

　　法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を

　発見したときは当該事実

　　内部統制システムの構築状況及び運用状況

　　内部通報制度の運用状況及び通報内容

　　業績及び業績予想の内容及び財務報告に関する重要開示事項の内容

　　その他コンプライアンス上重要な事項

（運用状況）

決定内容どおりの運用を行っております。

⑧　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役会その他重要な会議への出席等、会社の重要情報に対する監査役

のアクセス権を保障しております。

・監査役会は効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は

意見交換を行うこととしております。

・監査役会のすべての構成員又は監査役会を代表する監査役は、代表取締

役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対

処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見を交換することと

しております。

（運用状況）

決定内容どおりの運用を行っております。

(6）剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと

位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留

保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針として

います。

　当事業年度の期末配当金につきましては、１株につき２円とさせてい

ただきます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年3月31日現在）

（単位：千円）

資産の部 負債の部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

2,105,551

895,501

93,778

507,421

3,605

7,843

556,066

26,539

26,415

△11,620

4,706,260

4,488,969

999,434

120,085

13,908

3,330,439

20,916

4,185

6,008

4,141

1,866

211,281

18,450

167,669

8,052

24,274

△7,164

流 動 負 債 1,275,615

支払手形及び買掛金 259,567

短 期 借 入 金 440,000

１年内返済予定の長期借入金 200,768

１年内返還予定の長期預り保証金 75,464

未 払 費 用 22,121

未 払 金 35,808

未 払 法 人 税 等 20,860

未 払 消 費 税 等 14,390

賞 与 引 当 金 11,536

前 受 金 171,717

そ の 他 23,380

固 定 負 債 2,751,836

長 期 借 入 金 1,213,141

繰 延 税 金 負 債 445

再評価に係る繰延税金負債 718,180

退職給付に係る負債 67,312

役員退職慰労引当金 15,564

長 期 預 り 保 証 金 665,678

長 期 前 受 収 益 53,723

そ の 他 17,791

負 債 合 計 4,027,451

純資産の部

株 主 資 本 1,138,173

資 本 金 307,370

資 本 剰 余 金 576,033

利 益 剰 余 金 707,859

自 己 株 式 △453,089

その他の包括利益累計額 1,639,601

土 地 再 評 価 差 額 金 1,639,601

非 支 配 株 主 持 分 6,584

純 資 産 合 計 2,784,359

資 産 合 計 6,811,811 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,811,811
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連 結 損 益 計 算 書

（ 平成29年4月１日から
平成30年3月31日まで ）

（単位：千円）

科目 金額

売 上 高 3,884,610

製 品 及 び 商 品 売 上 高 3,535,884

不 動 産 利 用 収 入 348,725

売 上 原 価 2,969,633

製 品 及 び 商 品 売 上 原 価 2,791,298

不 動 産 利 用 経 費 178,335

売 上 総 利 益 914,976

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 809,084

営 業 利 益 105,891

営 業 外 収 益 20,649

受 取 利 息 14,566

受 取 配 当 金 80

役員退職慰労引当金戻入額 407

そ の 他 5,595

営 業 外 費 用 40,177

支 払 利 息 24,496

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 11,614

そ の 他 4,066

経 常 利 益 86,364

特 別 利 益 5,508

固 定 資 産 売 却 益 5,508

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0

0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 91,872

法人税、住民税及び事業税 32,638

法 人 税 等 調 整 額 6,013

当 期 純 利 益 53,220

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
1,412

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
51,808
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連結株主資本等変動計算書

（ 平成29年4月１日から
平成30年3月31日まで ）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 307,370 573,860 754,104 △452,962 1,182,373

誤謬の訂正による累積的影響額 △25,993 △25,993

遡及処理後当期首残高 307,370 573,860 728,111 △452,962 1,156,380

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 51,808 51,808

自己株式の取得 △126 △126

剰余金の配当 △72,588 △72,588

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)

連結範囲の変更による変動額 2,172 527 2,699

連結会計年度中の変動額合計 - 2,172 △20,252 △126 △18,206

当期末残高 307,370 576,033 707,859 △453,089 1,138,173

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計

土地再評価差額金
その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 1,639,601 1,639,601 2,821,974

誤謬の訂正による累積的影響額 △25,993

遡及処理後当期首残高 1,639,601 1,639,601 2,795,981

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 51,808

自己株式の取得 △126

剰余金の配当 △72,588

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額(純額)
6,584 6,584

連結範囲の変更による変動額 2,699

連結会計年度中の変動額合計 - - 6,584 △11,622

当期末残高 1,639,601 1,639,601 6,584 2,784,359
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貸　借　対　照　表
（平成30年3月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

未 収 入 金

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他

575,977

214,072

2,534

12,498

306,000

21,597

19,275

4,785,075

4,264,490

962,203

1,156

85

3,296,859

4,185

525

525

520,059

18,150

336,888

1,040

160,000

3,981

流 動 負 債 325,846

１年内返済予定の長期借入金 164,768

未 払 金 20,628

未 払 法 人 税 等 17,384

未 払 費 用 1,116

前 受 金 25,150

１年内返還予定の長期預り保証金 75,464

未 払 消 費 税 等 13,337

賞 与 引 当 金 1,283

そ の 他 6,713

固 定 負 債 2,453,809

繰 延 税 金 負 債 1,391

長 期 借 入 金 958,649

長 期 預 り 保 証 金 705,978

長 期 前 受 収 益 53,723

役員退職慰労引当金 15,564

退 職 給 付 引 当 金 323

再評価に係る繰延税金負債 718,180

負 債 合 計 2,779,656

純 資 産 の 部

株 主 資 本 941,795

資 本 金 307,370

資 本 剰 余 金 573,860

資 本 準 備 金 282,370

そ の 他 資 本 剰 余 金 291,490

利 益 剰 余 金 513,653

利 益 準 備 金 18,300

そ の 他 利 益 剰 余 金 495,353

固定資産圧縮積立金 4,454

繰 越 利 益 剰 余 金 490,898

自 己 株 式 △453,089

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,639,601

土 地 再 評 価 差 額 金 1,639,601

純 資 産 合 計 2,581,396

資 産 合 計 5,361,053 負債・純資産合計 5,361,053
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損　益　計　算　書

（ 平成29年4月１日から
平成30年3月31日まで ）

（単位：千円）

科　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

売 上 高 408,253

不 動 産 利 用 収 入 408,253

売 上 原 価 204,474

不 動 産 利 用 経 費 204,474

売 上 総 利 益 203,779

販売費及び一般管理費 132,791

営 業 利 益 70,988

営 業 外 収 益 13,645

受 取 利 息 8,505

受 取 配 当 金 4,574

役員退職慰労引当金戻入額 407

そ の 他 158

営 業 外 費 用 18,170

支 払 利 息 17,115

そ の 他 1,054

経 常 利 益 66,463

特 別 利 益 5,508

固 定 資 産 売 却 益 5,508

税 引 前 当 期 純 利 益 71,972

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,974

法 人 税 等 調 整 額 7,980

当 期 純 利 益 52,016
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株主資本等変動計算書

（ 平成29年4月１日から
平成30年3月31日まで ）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金
資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
繰越利益剰余金

当期首残高 307,370 282,370 291,490 573,860 18,300 4,733 539,838 562,871

誤謬の訂正による累積的影響額 △28,647 △28,647

遡及処理後当期首残高 307,370 282,370 291,490 573,860 18,300 4,733 511,191 534,224

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩 △278 278

当期純利益 52,016 52,016

自己株式の取得

剰余金の配当 △72,588 △72,588

事業年度中の変動額合計 - - - - - △278 △20,292 △20,571

当期末残高 307,370 282,370 291,490 573,860 18,300 4,454 490,898 513,653

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △452,962 991,140 1,639,601 1,639,601 2,630,741

誤謬の訂正による累積的影響額 △28,647 △28,647

遡及処理後当期首残高 △452,962 962,492 1,639,601 1,639,601 2,602,094

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金取崩 -

当期純利益 52,016 52,016

自己株式の取得 △126 △126 △126

剰余金の配当 △72,588 △72,588

事業年度中の変動額合計 △126 △20,697 - - △20,697

当期末残高 △453,089 941,795 1,639,601 1,639,601 2,581,396
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年5月30日

株式会社　バナーズ
取締役会　御中

清陽監査法人
指定社員
業務執行社員

公認会計士 大河原　恵史

指定社員
業務執行社員

公認会計士 光 成 　 卓 郎

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社バナーズの平成29年４
月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社バナーズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成30年5月30日

株式会社　バナーズ
取締役会　御中

清陽監査法人
指定社員
業務執行社員

公認会計士 大河原　恵史

指定社員
業務執行社員

公認会計士 光 成 　 卓 郎

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社バナーズの平成
29年４月１日から平成30年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示する
ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討すること
が含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成29年4月１日から平成30年3月31日までの第69期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の
とおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、
取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業
務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けました。また、取締役の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するた
めに必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視
及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書
について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項
は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人清陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年5月29日

株式会社バナーズ　監査役会

常勤監査役 中 村 　 榮 次 
監　査　役
監　査　役

仙 石 　 元 則
小 野 　 晴 美


㊞

 (注) 監査役仙石元則、小野晴美は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役で
あります。

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　取締役５名選任の件

　現在の取締役７名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取

締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名 等
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

１

小林　由佳
(昭和47年9月25日生)

所有自社株式数：
173,435株

（平成30年3月31日現在）

平成７年４月　サントリー㈱（現サントリーホールディン

グス（株））入社

平成15年５月　同社退社

平成18年１月　MHDディアジオ　モエ　ヘネシー㈱入社

平成20年４月　同社退社

平成21年11月　日本ダブルリード㈱　取締役就任

平成25年４月　同社　代表取締役就任（現任）

平成25年６月　当社取締役就任

平成28年６月　当社代表取締役就任(現任)

２

柴田　文徳
(昭和41年8月1日生)

所有自社株式数：
15,000株

（平成30年3月31日現在）

平成19年１月　当社入社

平成19年２月　当社執行役員財務部長

平成23年６月　㈱ホンダニュー埼玉　監査役就任

平成27年６月　当社取締役就任（現任）

平成29年６月　㈱ホンダニュー埼玉　監査役辞任

平成29年６月　㈱ホンダニュー埼玉　取締役（現任）

３

萩森　弥郁夫
(昭和33年9月18日生)

所有自社株式数：
5,000株

（平成30年3月31日現在）

平成26年６月　当社取締役（現任）

平成27年４月　㈱ルボア代表取締役就任（現任）

４

中田　研二
(昭和45年4月2日生)

所有自社株式数：
－株

（平成30年3月31日現在）

平成10年３月　税理士登録

平成12年５月　中田税理士事務所開業

平成27年６月　当社社外取締役就任（現任）

５

小野　晴美
(昭和37年6月3日生)

所有自社株式数：
－株

（平成30年3月31日現在）

昭和60年４月　㈱ファンハウス　入社

平成９年９月　㈱ファンハウス　退社

平成28年６月　当社社外監査役就任（現任）

（注） １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．中田研二氏並びに小野晴美氏は社外取締役候補者であります。

３．（１）中田研二氏を社外取締役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知識と

経験を有しており、社外取締役として当社の経営に的確な助言を頂けるとともに必要

な監督機能を期待できるものと判断したからであります。
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（２）小野晴美氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営についての充分な見識

を有しておられることから、社外取締役として当社の経営に的確な助言を頂けるとと

もに必要な監督機能を期待できるものと判断したからであります。同氏は過去に会

社経営に関与した経験がありませんが、上記の理由により、適切に業務を遂行できる

ものと判断いたしました。なお、小野晴美氏は、現在、当社の社外監査役であります

が、本総会終結の時をもって社外監査役を辞任します。

４．中田研二氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって３年となります。

第２号議案　監査役２名選任の件

　監査役中村榮次氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。監査役小野

晴美氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役２名の選任をお願

いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ており

ます。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

氏　　名　　等
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

１

田 宮 智 子
(昭和19年7月22日生)

所有自社株式数：
92,640株

（平成30年3月31日現在）

昭和57年６月　日本ダブルリード㈱入社

昭和61年７月　同社取締役就任

平成25年３月　同社取締役退任

平成25年６月　当社監査役就任

平成29年６月　当社監査役退任

平成29年６月　当社取締役就任(現任)

２

今 井 　 潔
(昭和24年9月30日生)

所有自社株式数：
-株

（平成30年3月31日現在）

昭和47年４月　巣鴨信用金庫入社

平成22年６月　巣鴨信用金庫理事退任

平成24年６月　信友山の手㈱代表取締役退任

平成26年６月　(公財)全日本空手道連盟監事（現任）
 

平成27年６月　(一社)東京都空手道連盟常務理事(現任)

（注） １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．今井　潔氏は、社外監査役候補者であります。

３．今井　潔氏を社外監査役候補者とした理由は、その見識を生かし、社外監査役として

多面的な視点から、客観的な意見をいただけるものと判断したものであります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠く事になることに備えて、会社法第329条第3項に定める

補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査

役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 等
（ 生 年 月 日 ）

略　　　　　　歴
（重要な兼職の状況）

山本　和夫
(昭20年2月20日生)

所有自社株式数：
－株

（平成30年3月31日現在）

昭和57年　山一興産株式会社退社

平成４年　(株)パナジアン退社

平成５年　自営業(繊維事業)開業

（注） １．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．山本和夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

３．山本和夫氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、その見識を生かし、社外監査役

として多面的な視点から、客観的な意見をいただけるものと判断したものでありま

す。

上記の理由により、適切に業務を遂行できるものと判断いたしました。

第４号議案　会計監査人選任の件

　当社の会計監査人でありました新東京監査法人は、平成29年10月13日付で当社と

の監査契約を合意解除しました。これにより同監査法人は、同日をもって当社の会

計監査人を退任いたしました。これに伴い、当社の会計監査人が不在となることを

回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、平成29年10月

13日開催の監査役会において清陽監査法人を一時会計監査人に選任し、同日付で就

任しております。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 清陽監査法人

事 務 所 東京都港区西新橋１丁目22番10号

沿 革 平成23年2月設立

以上

－ 23 －



会 場 ご 案 内 図

会　　　　場　　熊谷市立商工会館

　　　　　　　　〒360-0041 埼玉県熊谷市宮町２丁目39番地

　　　　　　　　電話 048-521-4600（代）

交通のご案内　　ＪＲ高崎線　熊谷駅　北口より徒歩８分

国際バス　新島車庫深谷駅行き　局前下車

徒歩３分

会場付近略図
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